
 

                

 

 

 

東京都栄養士会と 

「災害時における栄養・食生活支援活動の協力に関する協定」を締結 
 
 

八王子市と公益社団法人東京都栄養士会は、「災害時における栄養・食生活支援活

動の協力に関する協定」を締結します。 

 

１ 協定の名称  「災害時における栄養・食生活支援活動の協力に関する協定」 

 

２ 協定締結日 

（１）日 程 ９月２６日（月） １６時３０分～１７時 

（２）会 場 八王子市保健所５階５０１会議室（明神町３－１９－２ 

東京たま未来メッセ庁舎・会議室棟５階） 

（３）出席者 東京都栄養士会４名 

 健康医療部長 

 保健所担当部長 

 

３ 協定締結の目的  

  災害時における適切かつ円滑な栄養・食生活支援活動の充実を目的とします。 

 

４ 連携事項 

  上記の目的を達成するため、主に次の項目について連携し協力していきます。 

■ 支援活動拠点における情報の収集・伝達・共有化に関すること 

■ 避難所等での食事状況調査や衛生に関する助言、栄養健康教育に関すること 

■ 被災者（要配慮者を含む）への巡回栄養相談に関すること 

■ 特殊栄養食品の調達・輸送及び提供に係る支援に関すること  など 

 

＜問い合わせ＞ 健康医療部健康危機管理担当課長 片岡（かたおか） 

電話０４２－６４５－５１１２ 

令和４年（２０２２年）9月 2２日  プレスリリース 


